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午前10時00分開議 

○副議長（春田 新一君）  おはようございます。 

 報告します。初村議長及び脇本啓喜君から欠席の届出があっております。 

 ただいまから議事日程第３号により、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．市政一般質問 

○副議長（春田 新一君）  日程第１、市政一般質問を行います。 

 本日の登壇者は、３人を予定しております。 

 それでは、届出順に発言を許します。１０番、小島德重君。 

○議員（１０番 小島 德重君）  皆さん、おはようございます。１０番議員、対政会の小島德重
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です。 

 ３項目、５点についてお尋ねします。 

 １項目めは、幼稚園、小学校、中学校の特別教室空調設備整備状況についてお尋ねします。 

 普通教室については、平成３０年９月の定例会一般質問で取り上げ、その後、整備が進み、全

校、全教室に設置されています。特別教室についても徐々に整備されていますが、本年９月１日

現在の対馬市の設置状況は２６.３％で、県平均の５５.７％、全国平均の６６.９％より低い水

準となっています。 

 地球温暖化、地球沸騰の時代、気候危機への対応は人権問題とまで言われています。本年の

７月の全国の平均気温は史上最高でした。９月になっても夏日は続き、夏日が１００日以上にも

及び、県内７地点で９月の史上最高気温が観測されました。対馬市でも３３.４度が記録されま

した。このように酷暑が続く中、子供たちが健康を維持し、快適な環境で学校生活を送るために、

まだ未整備の特別教室への空調設置が必要です。 

 文部科学省の学校施設整備指針には、熱中症対策や衛生環境改善の視点から、普通教室のみな

らず、特別教室等における設置も計画することが重要であると規定されていることを踏まえ、教

育委員会の今後の整備計画について見解を伺います。 

 ２項目めは、議会答弁等事案対応経過報告書の在り方についてお尋ねします。 

 １点目、議会答弁等事案対応経過報告は、どのような基準、規定の下に作成され、報告書に記

載されているのか、お尋ねをします。 

 ２点目、会派代表質問や一般質問で、取り組みます、進めます、検討しますと答弁があっても、

その後の行政の対応が見えず、対応表に記載されていないケースが見受けられます。議会、市民

へ分かりやすい行政運営が必要ではないでしょうか。 

 ３項目めは、閉校した浅海中学校跡地の活用に関連してお尋ねします。 

 １点目、浅海中学校跡地を防衛省が取得予定であるとの報道がなされましたが、報道内容が事

実かどうかをお尋ねをします。事実であれば、取得の目的、取得範囲、取得後の施設の概要、訓

練内容等についてお尋ねをします。 

 ２点目、現時点での地区住民、市民への防衛省及び対馬市の説明、情報提供の状況についてお

尋ねします。 

 なお、この３項目めの質問内容は、報道がなされた後、私が質問の通告を２１日付でしました

ので、その後、市長が初日の中で行政報告の冒頭で述べられましたから、そのこととやや質問内

容が齟齬する部分があるかも分かりません。その件については、市長にも今先ほどお願いしたん

ですけども、市長の初日の行政報告の中での内容とも関連させながら質問をさせてもらいますと

いう了解は得ています。 
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 以上、３項目、５点について、簡潔明瞭な御答弁をお願いいたします。 

 以上です。 

○副議長（春田 新一君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  おはようございます。小島議員の質問にお答えいたします。 

 １点目の幼稚園、小学校、中学校の特別教室空調設備につきましては、後ほど教育長から答弁

いたしますので、私のほうからはその他の意見について先に答弁をいたします。 

 初めに、議会答弁等事案対応経過報告の在り方についてでございますが、経過報告書の掲載に

つきましては、議会事務局と正式な基準は設けておりません。経過報告は、議会事務局、議員皆

様との進捗状況の確認や情報の共有、議会と行政とのコミュニケーションを円滑にする役割に加

え、市民への説明責任の遂行など、透明性を高める役割を果たすものとしております。経過報告

の掲載判断は、市の答弁において検討する、もしくは調査研究するとの事案が発生した場合とし

ております。 

 次に、経過報告書に掲載されていない案件について、どのような取扱いになっているのかとい

うことでございますが、掲載されていない答弁内容は、質問の内容にもよりますが、個々の議員

の答弁案件については担当部課等において、それぞれ対応を行っております。 

 次に、閉校しました浅海中学校跡地の活用についてでございます。 

 この件につきましては、本定例会冒頭の挨拶でも触れさせていただきましたので、内容が重複

する部分もございますが、御了承いただきたいと思います。 

 １１月１５日に長崎新聞に掲載されました記事の内容は、防衛省が陸上自衛隊の基礎訓練など

を実施するため、美津島町の旧浅海中学校跡地の取得を計画しており、令和７年度概算要求で、

土地と建物の購入費を計上しているというものでございます。 

 本件につきましては、陸上自衛隊、対馬警備隊から当該施設の跡地利用についての相談を受け

ておりましたが、本年８月に九州防衛局から、現在は浅海中学校跡地を訓練実施の都度お借りし

ているが、訓練の安定的な実施のため、当該用地を取得し、既存の校舎や体育館を活用した市街

地戦闘訓練や警備部隊等の基礎訓練などを実施したいと考えているという説明を受けました。 

 現在、防衛省においては、概算要求の段階であり、これ以上の訓練内容の詳細や今後のスケジ

ュール等については、まだ示されておりませんので、これまでのところ、地区住民への説明会等

は開催しておりません。 

 市といたしましては、当該地を自衛隊が購入することにより、訓練の実施以外にも災害など、

有事の際における自衛隊活動の拠点の一つになり得るものと考えられることから、売却について

前向きに検討することを防衛省に伝えております。 

 今後、防衛省より、スケジュール等の詳細な説明があり、その利用が市民生活に支障がないと
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判断できるものであれば、早い段階で、近隣地区の皆様に対する説明を実施し、御理解を得た上

で適切に対応してまいりたいと考えております。 

 私のほうからは、以上でございます。 

○副議長（春田 新一君）  教育長、中島清志君。 

○教育長（中島 清志君）  小島議員の御質問にお答えいたします。 

 １点目の幼稚園、小学校、中学校の特別教室空調設備整備についてでございます。 

 対馬市においては、夏季における児童生徒の健康管理と学習環境の充実を図るため、児童生徒

が学校の大半を過ごす普通教室、特別支援学級教室においては、令和元年度に、ブロック塀・冷

房設備対応臨時特例交付金を活用し、全ての小中学校に空調設備を設置しております。 

 特別教室の設置状況につきましては、以前、パソコン室として使用していた教室には全て設置

をしており、現在は学習室や多目的教室等として使用されております。また、一部の学校におい

ては、音楽室・家庭科室・図書室等への設置もございます。 

 幼稚園とこども園においては、子供たちが使用する全ての保育室・遊戯室に空調設備を設置し

ております。 

 令和６年度９月現在の公立小中学校の特別教室空調設備設置率は、全国６６.９％、長崎県

５５.７％、対馬市２６.３％となっております。長崎県内では、島原市のほか、５つの町が

１００％、１３の市のうち８つの市が５０％以上であり、議員御指摘のとおり、これらの市町と

比較すると、本市の設置率は低い状況であります。 

 現在、本市におきましては、未設置教室の暑さ対策として、特別教室で行う授業の一部を普通

教室で実施したり、特別教室を利用する時期を調整、扇風機を使用したりするなど、各学校の状

況に応じて対応していただいております。しかしながら、年々、夏季における気温上昇期間が長

期化しており、使用頻度が高い特別教室についても、空調設備を整備していくことが望ましいと

考えております。 

 今後におきましては、財源確保に努めながら、学校の要望や利用状況等を踏まえ、児童生徒が

安全で快適な学校生活が送れるよう、空調設備の整備を計画的に推進し、教育環境改善に取り組

んでまいります。 

 以上でございます。 

○副議長（春田 新一君）  １０番、小島德重君。 

○議員（１０番 小島 德重君）  御答弁ありがとうございました。 

 答弁の順は違ったんですけども、質問順に教育委員会のほうから進めたいと思います。 

 この特別教室への空調設備の設置状況と、それから今後の見通しについては、今、教育長御答

弁いただいたとおりで、これはデータ上もきちんと出ていますし、世界的な、あるいは日本の気
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候、それから対馬の気候状況を勘案して、教育長御答弁いただいたように、ぜひ計画的に進めて

いただきたいと、そう思います。 

 今、現状として、やりくりされてる中で、特別教室への授業を教科によっては普通教室でやっ

たりとかされているということ、これも一つの工夫ですけども、これはやはり特別教室でなけれ

ばいけない授業とかがありますよね。 

 私、教育委員会から頂いた資料を見せていただいたら、音楽室でも中学校が３校、小学校で

２校しかないですね、空調が。それから特に気になったのが理科室、これは小中とも少ない。ほ

とんど、中学校はゼロ、理科室も技術室も家庭科室も。やっぱりこれ、こういう状況のところで、

扇風機でというのは、これはやっぱり現状に合っていないと思います。 

 これ、平成３０年の普通教室のときにも言ったんですけども、扇風機を取り入れようというの

が、平成の後半にはそういう動きがあったんですよね。だけど、扇風機を入れて失敗したところ

がもう、平戸市がいい例で、１年でやめましたよね。その事例を引きましたし、長崎市も扇風機

を入れようとして現状に合わないということで、もうすぐやめましたしね。 

 そして、いわゆる、対馬市も空調設備を各教室に、普通教室だけでも入れようということで、

これは教育委員会なかなか予算上苦しいということがあって、答弁が難しかったんですけど、こ

れは比田勝市長が県下の市長会の情報などを元に検討しましょうということで決断されたわけで

すからね。 

 これも、今、特別教室についても、もう財政状況とかいろいろあるでしょうけども、こういう

データ出てるわけですし、この新聞記事、見ていただいても分かるように、ぜひ計画的にという

ことでやっていただきたいんですが、見通しとしてはですよ、教育長、どれぐらいの期間を見な

がら特別教室への設置が可能というふうにお考えですか。 

○副議長（春田 新一君）  教育長、中島清志君。 

○教育長（中島 清志君）  まず、県下の状況を申しますと、先にですね。２１の市町があります

けども、対馬市は、小学校の数だけで言えば、６番目に多いんですね。中学校の数は２１の市町

のうち４番目に多いんですね。今、１００％になっている町が多いんですけども、言い訳になる

かもしれませんが、それらの町には１校、１つの町に１校しかないとか、２校しかないというよ

うな状況で、このあたりの事情もちょっとその割合には反映されていないところがあるかと思い

ます。 

 市としては、これまでできるだけ必要に応じて、使用頻度の高い教室等を優先してつくってま

いりましたけども、先ほど申しましたとおり、市長のほうも、このような暑さの状況であれば、

早急にもう対応を考えないといけないというふうにおっしゃっていただきましたので、これから

具体的な計画を立ててまいりますけども、１年ですぐにというのはできないと思います。ですか
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ら、今後、数か年かけて、使用頻度の高い教室等を調査して、また、学校の声を聞きながら設置

を進めてまいりたいと思います。 

 ただ、そのときに大事なのは、学校訪問等をした際に、校長先生方から伺った御意見では、や

はり子供たちも大変なんだけども、実際に授業をされている先生方もかなり苦労されているとい

う声を聞いています。特に、今、議員おっしゃった、理科室等、授業をされる先生方は、特に中

学校はずっとそこで授業されるわけですから、先生方の苦労も大変だと思います。そのあたりも

状況をよく聞いた上で、対応を考えてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○副議長（春田 新一君）  １０番、小島德重君。 

○議員（１０番 小島 德重君）  統廃合も考えなきゃいけないし、そういう状況もあります。た

だ、やはり必要ということについてはもう教育長の御意見、考え分かりましたので、あとはやは

りもう３年連続、史上最高の気温を更新しよる中ですから、やはり急いでやっていただきたいな

というふうに思います。 

 そこで、市長、よろしいですか。今、教育長の意向は分かったんですけど、やはり財政的なこ

とが必要になってくるということですが、今回のこの特別教室についても、ぜひ教育委員会の意

向をくんで、財政的な裏づけというのをお願いをしたいと思いますが、一応、市長のお考えをお

聞かせください。 

○副議長（春田 新一君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  先ほど、教育長のほうからも答弁がございましたように、対馬市の場

合は、他の自治体と比べまして、小学校、中学校の学校数がまだまだ多い環境にございます。し

かしながら、先ほど議員のほうからも話がありましたように、近年のこの地球温暖化の関係で、

かなり学習環境が悪化をしてきているということで、対馬市も財政状況は厳しい中ではございま

すが、できる限りの環境をつくっていくために、予算のほうも対応してまいりたいというふうに

思っております。 

 以上です。 

○副議長（春田 新一君）  １０番、小島德重君。 

○議員（１０番 小島 德重君）  それで、一応、特別教室についてのことは置きたいと思います

が、今、質問の通告では、特別教室だけを取り上げていましたけども、さらに体育館について、

これが全国的にも問題になってきていますね。このことは教育長御存じですよね。 

 資料を出しますと、体育館についても特別教室とは項目違うようにあるけども、体育館も特別

教室の一環というふうに考えていただくと、長崎県の設置率は０.４％と、これは全国の体育館

への設置が２０％を超えている中で、長崎県ではほとんど進んでないという状況ですから、対馬
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市、今のところ、まだ多分、頭の中にないんじゃないかと思いますけども、このことについては、

先般の総理大臣の施政方針演説の中で、体育館についても、今までの２倍以上の進度で取り組む

というふうなことを、総理が施政方針演説の中で述べられました。だから、このことも念頭に置

いて施策を進めていただけたらと思います。これは、特に体育館の場合は、子供たちの体育活動

だけじゃなくて、避難所としての役割という意味合いもあって、国も力を入れていて、令和７年

までは国の補助が、普通なら３分の１のところが、２分の１まで補助をつけるというふうな規定

になっていますよね。このことも多分、教育長も御存じだと思いますので、このことも考慮に入

れながら、特に避難所になり得るような人口集中地の体育館等は、避難所だけでは間に合わない

ケースとか、そういう場合に備えて考えていただきたいなと。 

 体育館の中でも熱中症が起こるという事例がありました。私、現職で勤めている最後の学校で、

夏休み中の部活動で、体調不良の子供が出て、熱中症で意識が失われかけて、大村までヘリコプ

ターの搬送をしたことがあります。このとき、私はやはり、ああ、これ、生徒一人の命を落とし

たら、自分、校長としてすごく責任を感じる、というか、そういう、半日ほど冷や冷やしたこと

があります。かろうじて命には影響なくて、元どおりの体になったんですけど、そういう事例が

ありました。 

 これは、教育長も、最後、雞知中学校で勤められたから、雞知中学校の歴史、ひもといていた

だいたら、ヘリ搬送された例というのは多分出てくると思います。そういうこともありますので、

念のために申し添えておきたいと思いますので、よろしいでしょうか、事例としてありましたの

で。一応、教育委員会のほう、これで置きたいと思います。 

 それで、次の対応表のほうに移りたいと思います。 

 このことについては、市長答弁にあったように、特に特段規定はないけれどもということで、

この対応表というのは行政と議会あるいは市民とのコミュニケーションのために必要なものだと

いうことで、透明性を求められるということですが、今日、今、答弁あったこと、総務部のほう

で次の対応表に載せていただけますか。総務部長さん、いかがでしょうか。 

○副議長（春田 新一君）  総務部長、木寺裕也君。 

○総務部長（木寺 裕也君）  今回の一般質問の、今の対応の分ですかね。 

○議員（１０番 小島 德重君）  はい。 

○総務部長（木寺 裕也君）  この経過報告書については、市長とのやり取り、また教育長とのや

り取り、その中で、部のほうの判断として、これを上げていくのか、あと、質問された議員さん

との協議の中で上げていくのか、そういうことになってますので、上げるかどうかはもう部の判

断のほうになってくるかなと思います。 

○副議長（春田 新一君）  １０番、小島德重君。 
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○議員（１０番 小島 德重君）  私、このことを一般質問で取り上げたのは、実は対応表に、私、

１年間質問したことを振り返ってみて、ときに全然、対応表で取り上げていただいてない事例が

あるんですよ。１年前の令和５年１２月の定例会の質問で申し上げてみますよ。 

 ＳＤＧｓの推進及びごみゼロアイランド対馬宣言の周知を図るための立看板設置という質問を

しましたら、対馬空港や厳原港並びに比田勝港ターミナルなど、設置場所や掲載内容等を検討す

るよう、関係部局に指示しておりますので、設置に向けて積極的に進めてまいりますという答弁

があっている。これは、総務課長を通じて、事前にこういう事例を聞きますよということを申し

上げておりましたが、このことの取扱い、現在どうなっていますか。 

○副議長（春田 新一君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  このことについては、答弁しましたように、今現在も進めているとこ

ろでございますし、予算のほうにももう計上をしているところでございます。 

 詳細については、担当部長のほうから答えさせます。 

○副議長（春田 新一君）  しまづくり推進部長、三原立也君。 

○しまづくり推進部長（三原 立也君）  ＳＤＧｓの関係ということで、しまづくり推進部のほう

からお答えさせていただきますけれども、現在、ごみゼロアイランド対馬宣言とか、ＳＤＧｓの

未来都市というような看板を作成中でございます。対馬空港、それと比田勝では国際ターミナル

周辺、それと厳原のターミナル、この３か所に設置するように、現在デザインを最終調整をして

おります。それが、せっかくそういった看板を設置するということで、デザインもこだわりなが

らというところで最終調整を行っておりますので、早ければ年内と思ってはいますけれども、そ

この進捗状況によりましては、遅くとも年度内には設置をさせていただきたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

○副議長（春田 新一君）  １０番、小島德重君。 

○議員（１０番 小島 德重君）  今、部長から、答弁、具体的にありましたが、そのあたりの経

緯が対応表には載ってないから分からないんですよね。それで、やはりそのあたりはきちっと載

せていただいて、そして、これが今どの段階に進んでいるかということは明らかにしておく必要

があると思います。 

 同じように行きますと、令和６年の今度は３月の内容に行きます。 

 これは、教育委員会関係になると思いますが、芋崎・豊砲台の文化財指定について質問をしま

した。地権者の了解、難しい状況もございますが、引き続き、指定に向けた取組を継続していき

ます。一つ、姫神山砲台の各施設の説明板について、設置場所やデザイン等の検討をし、計画的

に設置に向けて取り組んでいきますとありますが、このあたりどのような進捗状況なのかという

ことを、これ、教育委員会のほうの答弁になるかと思いますが、どうですか。 
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○副議長（春田 新一君）  教育部長、扇博祝君。 

○教育部長（扇  博祝君）  失礼いたします。御質問にお答えさせていただきます。 

 砲台跡の指定に向けての取組については、なかなか、現状としてはまだまだ進んでいないよう

な状況でございます。 

 姫神山の誘導案内板等の設置につきましても、今後、地権者あるいは文化財保護審議会、関係

者等との協議を進めながら進めていきたいと思っておりますけども、その協議に当たる準備に時

間がかかっておりまして、まだ、そういった協議を行う段階には至っておりませんので、今後に

向けては、早急な対応に向けて、また継続して協議を続けていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○副議長（春田 新一君）  １０番、小島德重君。 

○議員（１０番 小島 德重君）  このことについては、年数、すごく経過しているんですけど、

いつも同じような答弁とか同じようなことが言われるんです。実際、取組を継続しているなら、

いついつ、誰々と、どういう、やはり交渉したとか、そして、どういう問題があるとかというよ

うなことは、やっぱり記録して私たちにも知らせてもらうべきだと思いますよ。そうしないと、

何か同じことの繰り返しになってしまって先に進まないという現実があります。そのことを、令

和６年の３月分です。 

 今度は、令和６年の６月、これはまだ日が浅いから進んでいないかも分かりませんが、しかし、

これは大事な、重要な案件というか、就学前の教育・保育の充実ですよ。 

 教育長答弁です。幼稚園の統廃合や民間への移管、さらには近隣保育所と併せたこども園への

移行など、様々な案について、重点的に関係者の皆さんと検討してまいります。 

 市長答弁。盒知の幼稚園、そして保育所の統合は、合併当初からいろいろと検討を重ねられて

きました。これがもう実行に移すときに来ていると、こういう答弁があっています。総合的に勘

案して検討を早い時期に重ねてまいりますというのが６月の議会での答弁です。 

 だから、その後の検討の状況、話合いの状況が進展しているかどうか、どちらからでもいいで

すから、御答弁をお願いをしたいと思います。 

○副議長（春田 新一君）  教育長、中島清志君。 

○教育長（中島 清志君）  今、御指摘いただいたことについては、まさに今、進行中でございま

す。総務部、福祉部、そして教育委員会とで、今、協議を重ねているところです。盒知と厳原の

幼稚園については、今後、近い段階でこども園化することで検討を進めているところです。 

 ただ、これについてはまだ確定ではありませんので、お示しできる段階になったら皆さんに御

報告をして、協議をいただきたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○副議長（春田 新一君）  １０番、小島德重君。 

○議員（１０番 小島 德重君）  市長、今の答弁でいいんですかね。これ、こども未来課のほう

との、恐らくいろんな打合せがあったりするから、市長部局と教育委員会の突き合わせが必要で

すが、このことについても、何回か私は一般質問等でも触れさせていただいたんですけど、これ

は総合教育会議で昨年ちょうど出てきてから、これがどのように煮詰まってくるのかなというこ

とで、私は６月に質問をさせていただいているわけです。 

 幼稚園問題、保育園、こども園にどうするかとかいうことは、子供たちは日々育っていって急

ぐわけですよ。だから、やっぱり市として明確な方針を出していただいて、保護者とか地域の人

たちに安心してもらえるような、こういう体制をつくりますということを打ち出してほしいと思

うんです、早く。 

 それ、私、質問した後、あれはどうなっていますかと、盒知の幼稚園問題あるいはこども園に

することとか、どうなっていますかと聞かれるけれども、答えようがないわけですよね。だから、

対応表にもきちんと載せていただいたり、あるいはこういう進行ですよということを知らせてほ

しいんですよ。それが、市長答弁があったように、対応表の役割ですよね。 

 議会とのコミュニケーション、市民とのコミュニケーション、重要な部分だと思うんですよ。

そういう意味では、ぜひ解決をしていただく、早く方向を打ち出していただいて、具体化をして

いただきたいということを改めて要望しておきたいと思います。 

 それから、この前の９月の質問した内容は、総務課長さん、勘がいいんでしょうね。私がこれ

を取り上げたらいかんと思ったかどうか知らんが、９月のやつは、私の取り上げたことを対応表

に載せていただきました。何かぴんとこられたんだろうなと。これ、質問するのは、私は８月ぐ

らいにこう考えとったんですけど、今度の対応表には載せていただいておりましたので、ありが

たいなと思っています。 

 今後とも、ぜひそれを進めていただきたい。というのは、平成の終わり、令和に入る前の対応

表を私めくってみたんですよ。そしたら、このときの対応表、議員２２名中１４名分が対応表に

ずっと記載をされていました。今の現在の対応表、取り上げてあるのは４人分ですよね。４人の

議員分しか取り上げてないんです。それだけ議会と行政とのコミュニケーションが薄くなってい

るんじゃないかなと。それは、すなわち市民へのコミュニケーション不足ということになってい

くんじゃないかなと。そういう意味では、情報公開とか、いろんな市民との対話とかいう点でい

くと、これはぜひ充実をさせていただきたいということを改めて要望しておきます。市長、いか

がでしょうか。 

○副議長（春田 新一君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  今、議員のほうから要望とおっしゃられましたけども、これはまた
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我々行政のほうといたしましても、そこら辺まで充実させたコミュニケーションを取れるように

努力してまいりたいというふうに思います。 

○副議長（春田 新一君）  １０番、小島德重君。 

○議員（１０番 小島 德重君）  ありがとうございました。 

 それで、市民との対話、議会との対話、市民との対話という点で、浅海中学校跡地の問題に移

りたいと思います。 

 これもまさに、その中の、大きな範疇の中に入ると思いますが、市長、初日の中で述べられた

こと、まさにそのとおりだと思いますが、浅海中跡地の取扱いについて、これ報道されなかった

ら、多分、表にはまだ出ないままで進んでいったんじゃないかと思うんですが、そういう意味で

は、報道されたことによって市民へ情報が伝わるという点では、何か報道というか、マスコミの

やっぱり力というか、そういう点を改めて感じたんですけど、ただ、その中でどういう成り行き

になるかということは、私、このことが出た後、近隣地区の方に何人か話を聞いてみましたら、

市民の方々も情報が入っている人と入っていない人と格差があるように思いました。 

 その中で、特にこの点で確認をしたいのが、市民の方々は浅海中学校跡地だけじゃなくて、そ

の周りも自衛隊は、いわゆる訓練の場所として考えているんじゃないかということを耳にしまし

たけど、市長、そのことについては何か情報ございますか。 

○副議長（春田 新一君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  この浅海中学校跡地の件につきましては、確かにこの九州防衛局のほ

うからそういうお話を頂いております。ただし、先ほども述べましたように、まだ概算要求中で

ありまして、正式に申込みはあってはないところでございます。 

 そういう中で、まだまだ詳しい状況が分からない中で、発表をすることは差し控えたいという

思いで、今後、防衛省のほうから正式な申込み等があった際に、その後に、近隣の住民の方たち

に説明会を実施したいと考えております。 

 それとまた、この区域の件を申されましたけども、この区域の件につきましては、我々のほう

には、今、この旧浅海中学校の敷地ということで来ております。中には、民地のほうにも話をさ

れたという情報は、直接でありませんけども、こちらにも若干聞こえては来ておりますが、そこ

のところにつきましては、今後、また防衛省の方たちからいろいろと説明があろうものというふ

うに考えております。 

○副議長（春田 新一君）  １０番、小島德重君。 

○議員（１０番 小島 德重君）  市長もなかなか、これは浅海中学校跡地は市の所有地ですから、

そのことについては話がある程度突っ込んでできるでしょうけど、周辺部も含まれているじゃな

いかということは耳にしているとおっしゃったけども、市民の方々、特に近隣の地区の方々もそ
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のレベルのことが気になってあるんですよ、物すごく。浅海中学校跡地だけだったら訓練も限定

されたものになるだろうと考えるけれども、まだそれが東側までという、これはお寺さんの敷地

だという、土地だというふうに私も個人的には聞いていますけど、地区住民もそのことで、そこ

まで広がったなら訓練の仕方も違うんじゃないかと。特に地区の方々が考えているのは、ヘリコ

プターの訓練が、というのが地区の方も耳にしてあります。 

 ヘリコプターを使った訓練もいろいろあるんでしょうけども、その中でも、今、ある程度見え

てきた中で、いわゆるゲリラ的な行動に対しての抑圧とか、そういう訓練をするためには、ヘリ

コプターでただ降りてくるだけの訓練だけじゃなくて、いわゆる火器を使っての、制圧するため

にそういう訓練をするとかなると、多分、浅海中学校の敷地内だけのことじゃない、もっと、い

わゆるゲリラ的な行動になると、山地の部分とか、谷あいとか、そういうところを活用した訓練

が想定されているんじゃないかなと思うんですよ。 

 それで、騒音の問題があります。それが一つです。それから、もう一つは、災害が起こったと

きの、いわゆる対応するための駐屯地、基地だとしたら２００名、３００名の隊がやってくると

したら、そしたらそこの中に、そこで生活をする、避難民を擁護する、隊の人たちが数百人単位

でそれを守ると。そうなると、大きな規模の訓練地というか、駐屯地的なものになるんじゃない

かということで、次に問題になるのが、環境の問題が出てきます。 

 環境の問題についても、ここで、私は２回この地区で勤めましたので、浅海中学校のときには、

教頭職で勤めたときに、運動場が広くて、その運動場を管理するために草刈りをするのが教頭の

仕事でした。そしたら、そのときに除草剤をまきたいと僕は思ったんですよ、楽をするために。

ところが、地区の人は除草剤まいてもらったら困ると。それはなぜかいうと、雨水と一緒に排水

が海に流れて、あそこは真珠貝の母貝養殖とか、ヒオウギガイの養殖してるし、影響するから駄

目だと、それで、除草剤使わない代わりに自分たちが手伝うからと言って、ＰＴＡの役員さんが

草刈りを手伝ってもらって、それから老人クラブから草取りをしてもらった、そういうことがあ

ります。そういう点が一つ心配される、海への影響。 

 それから、もう一つは水です。昨日もちょっと触れましたけど、美津島の東地区は、水、水源

不足ですよね。そこに避難民何百人とか、あるいは隊が何百人単位で来たら、水の対応とかいう

のは考えなきゃいけないんですが、そのあたりは、市長、今までの３年、４年の間、自衛隊と接

触された中で、話をされたことはございますか。 

○副議長（春田 新一君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  先ほども答弁いたしましたように、まだまだ自衛隊のほうからは、今

後の訓練の内容の詳細やスケジュール等についても、まだ示されていない段階であります。 

 そういったことで、今、想像の域でいろいろと申し述べることは差し控えたいと思っておりま
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すけども、何せ近いうちにはまた防衛省のほうから説明があろうものと思っておりますので、そ

の際に詳しく訓練内容等、そしてまた、そのエリアの関係をどのように考えているのかというこ

とを聞きたいなというふうに思っているところであります。 

○副議長（春田 新一君）  １０番、小島德重君。 

○議員（１０番 小島 德重君）  今、市長、答弁されたように、なかなか確定的じゃないという

ことで、今までが表に、表面に出ていないんですけど、やはり地区住民としては、十分説明を受

けた上でですよ、それを受け入れるか受け入れないか、まして範囲が浅海中学校以外にまでとい

う想定があっているとしたら、そのあたりは、やっぱり市長として市民の意向確認、そして自衛

隊からの情報収集というか、情報を開示していただくということは十分努めていただかないと、

基地ができたわ、あ、自分たちが知っている範囲のことと違う内容だとなったら、やっぱり自衛

隊に対する不信とか信頼が揺らぐと思うんですよ。やっぱり有事の際というのは、それは自然災

害もありますし、国際的な有事もありますし、十分検討された上で自衛隊への情報収集、そして

市民への説明、そして納得のいく上での、いわゆる基地ができることを、期待をしてというか、

お願いをして、今日の質問は終わりたいと思います。 

 以上です。 

○副議長（春田 新一君）  これで、小島德重君の質問は終わりました。 

 暫時休憩します。再開を１１時５分からとします。 

午前10時51分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時05分再開 

○副議長（春田 新一君）  再開します。 

 引き続き、市政一般質問を行います。１１番、黒田昭雄君。 

○議員（１１番 黒田 昭雄君）  改めまして、おはようございます。公明の黒田昭雄でございま

す。 

 まず、冒頭でございますが、今回の質問は帯状疱疹ワクチン、ワクチンのお話、それと国の機

関である海上保安庁に対しての質問というか、その題材になりますので、ちょっと冒頭申し上げ

たいと思いますけれども、まず、そのワクチンの話を最初いたしますけれども、ワクチン接種の

原則論を述べなければなりませんが、ワクチン接種はあくまで強制ではなく、感染症予防の効果

とリスクの双方を理解した上で、本人の意思で接種するものでありますと、これは原則論であり

ますけれども、私も市民の皆様に強制するつもりは毛頭ありません。 

 ただ、一方で、打ちたいけれども、特に高齢者、経済的に大変な方が、打ちたいけども打たれ

ないので、それを市の資することと市長が判断してくださって、それによって助成制度をつくっ
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てくださるのも、これも市長の業務としては大切なことだと思っております。 

 また、国の機関に対しての質問でありますけども、これも公明党としましても、一応、国会議

員等がこういうのはするべきじゃないかと私も思ったんですけれども、指導を受けましたところ、

今、漁協の皆さんが困っていると、そういう題材に対しては、対馬市長が問題を把握されて、対

処していただいたほうが効果的だということを指導を受けまして、質問をさせていただくところ

でございます。よろしくお願いします。 

 では、通告に従いまして、２点質問をいたします。 

 まず、帯状疱疹ワクチン接種についてでございます。 

 市長の公約のいの一番に健康寿命の改善を掲げられました。健康で長生きできる島、また、年

を重ねるごとに楽しい、そういう島をつくりたいということだろうと思います。 

 今回、質問するに当たり、現場で実際に帯状疱疹に罹患された方にいろいろ伺って臨んでおり

ます。 

 帯状疱疹にかかったら、とにかく痛い、今まで味わったことのない強い痛みに襲われるケース

が多く、また、罹患後も後遺症としてその痛みに長い間さらされ続ける方も少なくないようであ

ります。発疹が出るので外に出るのもおっくうになる、入院された方もおられます。また、後遺

症で顔面神経麻痺が残って、福岡の病院に、今、通っている方もおられます。ＱＯＬ（生活の

質）を低下させる厄介なウイルスのようであります。 

 そこで、帯状疱疹にかからないために、また、再発しないために、水疱瘡を予防する生ワクチ

ンが使われてきましたが、２０２０年にそれよりも予防効果が格段に高い不活化ワクチンという

ものができたことにより、より注目が集まってきたようであります。身近な人の苦しみ、大変さ

を見て、その御家族、すぐワクチンを打ちに来る方も少しずつ現れているようであります。じゃ

あ、気になる方は打てばいいじゃないかと思いますけれども、このワクチン、非常に費用が高い、

打ちたいけれども躊躇する高齢者も少なくないようであります。このようなことから、帯状疱疹

のワクチン接種に助成制度を始めている自治体も増えてきているようであります。 

 特に、高齢者は重症化する可能性が高いといいます。帯状疱疹ワクチン接種は健康寿命の改善

に寄与し、また、高齢者が元気で働き続けられる社会をつくっていくことは、ひいては、島の経

済、そして、市の財政に資するものと考えます。 

 それでは、３点、具体的に質問します。 

 まず、１点目が、本市の感染状況というか、罹患状況を伺います。 

 ２番目に、ワクチンの効果をどのように考えておられるのか、伺います。 

 ３番目に、ワクチン接種費の一部の助成ができないか、伺います。 

 次に、２番目、海の安全情報についてでございます。 
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 海上保安庁が運用しております、海の安全情報について質問をいたします。 

 本市の三島灯台、壱岐市の若宮灯台から３０分ごとに風速・風向・波高などの気象の現況が、

インターネットまたは電話を通して提供されているわけですが、三島灯台でいいますと、８月

２８日、夏の終わりですかね、から風速計の故障により、気象の現況が途絶えたわけでございま

す。長年、漁師をやってこられた方も、こんなに復旧が遅れたのは初めてだとか、あまりにも遅

過ぎるという声が大半で、正確な事情が分からない中、かなりの人が個々人で海上保安庁に問い

合わせたというお話も聞いています。 

 早期復旧ができるよう、県と共に海上保安庁に働きかけてほしいと通告を出したわけですけれ

ども、既に市長のほうにはお伝えしておいて、担当部長を通して、海上保安庁には働きかけてい

ただいたようでございますけども、まだ復旧が年を越えそうかもしれないというお話も聞いたも

んですから、このような通告を出しましたところ、その２日後に、若宮灯台は波高を除いてほぼ

完了、そして、三島灯台は本定例会開会の前日に完全復旧をいたしました。ということで、結果

として復旧できたということで、そして、少し早められたということで、改めて感謝を申し上げ

たいと思います。 

 通告したことは完了したわけでございますけども、したがいまして、一旦話はここで止めてお

きます。 

 ただ、復旧までの経過については疑義がありますので、市長の答弁をお伺いして、再質問をさ

せていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○副議長（春田 新一君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  黒田議員の質問にお答えいたします。 

 初めに、帯状疱疹ワクチン接種についてでございますが、帯状疱疹は、水痘、一般的に水疱瘡

と言われており、帯状疱疹ウイルスによって引き起こされる感染症であります。 

 ただし、初めて水痘・帯状疱疹ウイルスに感染したときは、水痘として発症します。多くの場

合、水痘は子供の頃に発症し、１週間程度で治りますが、治療後もウイルスは体内の神経節に潜

伏しています。その後、加齢やストレス、過労などが原因となって、ウイルスに対する免疫力が

低下すると、神経節に潜伏していたウイルスが再活性化し、神経を伝わり、皮膚に到達して痛み

を伴う赤い発疹を生じる病気でございます。 

 御質問の本市の帯状疱疹の感染状況でございますが、帯状疱疹は、感染症の県への報告対象と

なっていないため、県からは感染者の把握ができていないと伺っており、また、医療機関に照会

しても確認できないと伺っております。 

 次に、ワクチンの効果についてでございますが、帯状疱疹ワクチンは、特に高齢者に対して高

い予防効果、資料によりますと８９％とありますが、この高い予防効果をもたらす重要な予防手
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段であると考えています。 

 次に、ワクチン接種費の一部助成についてでございますが、本年６月２０日、第２６回厚生科

学審議会のワクチン評価に関する小委員会において、帯状疱疹ワクチンの接種費用を公費で補助

する定期接種に含めることが承認されました。これにより、帯状疱疹ワクチンが定期接種として

位置づけられ、接種費用の一部が公費で補助され、市民の負担軽減が図られることとなります。 

 今後、ワクチン接種の接種対象年齢や、その他の詳細については、専門家による会議で議論が

行われ、その結果に基づき、正式に決定される予定となっております。この議論を経て、接種対

象者の年齢や接種方法などが確定されることになりますので、厚生労働省からの正式な通知を待

ちながら、適切な準備を進めてまいります。 

 次に、２点目の海の安全情報についてでございますが、海上保安庁では、２４時間体制で発表

する緊急情報や海上工事に伴う交通規制情報などの海上安全情報、また、プレジャーボートや漁

船などの船舶運航者やマリンレジャー愛好者の方々に対して、全国各地の灯台などで観測した、

風向、風速、波高などの気象・海象状況などを主にインターネットでリアルタイムに提供してお

られるところでございます。 

 議員お尋ねの対馬市、上対馬町の三島灯台においては、８月２８日から観測機器の故障により、

気象情報が提供不能となっておりましたが、１０月２２日に波高計が復旧し、風向・風速計につ

きましても、１２月２日に修理が完了し、復旧しているとのことであります。 

 壱岐市勝本町の若宮灯台については、９月２２日から機器故障が発生しておりましたが、

１１月２２日に、風向・風速計が復旧したとの発表があっております。 

 対馬及び唐津の海上保安部にお尋ねしたところ、故障発生後に即時調査を行っており、故障箇

所や原因を特定し、その後、復旧方法の選定を行う必要があります。また、特殊な機材であるこ

とから、機器の調達にも時間がかかるとのことでございました。 

 灯台が設置される場所は、風雨や波浪条件が極めて厳しい場所であり、施設の老朽化や傷みも

激しくなり、施工自体も気象条件に左右されることが多く、対応できる業者が島内に少ないこと

から、復旧までに時間を要したことを御理解願いたいと思います。 

 その他、気象情報を得る方法としましては、気象庁の発表や対馬無線漁業協同組合による対馬

周辺海域の各種情報など、漁業無線を駆使して提供しております。また、民間企業からは、世界

各地の高精度な気象データをリアルタイムに表示できる気象サービスなど、様々な情報を得るこ

とができますので、船の航行や操業の安全、生命・財産の保全にそれらも活用いただければと思

うところであります。 

 行政といたしましても、市民の生活及び生産活動に関連することでありますので、関係団体と

も連携して要望してまいります。 
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 以上でございます。 

○副議長（春田 新一君）  １１番、黒田昭雄君。 

○議員（１１番 黒田 昭雄君）  まず、順番を変えまして、海の安全情報のほうから再質疑とい

うことでさせていただきます。 

 一応、市長のほうが、今回の気象の現況がそれだけ頼れなくてもという話があったようですけ

ども、これは分からない方のために申し上げなければいけないと思うんですけども、この気象現

況というのは、特に漁師にとって重要なデータです。というのも、大概気象庁の海上予報が基本

となって、それでもってこの現況をずっと見ていくわけですけども、少々波があって、風があっ

て行かないという漁師であれば、それは稼げないんですよね。やっぱりぎりぎりのところで、危

険を冒せなくても無理はするぐらいの漁をしないとやっぱり水揚げは上がっていけないわけです

けども、そういったふうに、今日も１５メートルぐらい西風が吹いていますけれども、こういう

ときには、特にこの気象の現況というのが重要でありまして、予報を第一義に考えながら、ずっ

と、出漁前にこのデータをずっと見るんですよね、何時間前から。そして、ぎりぎり行ってみよ

うということで出漁をしたとしますけども、その間もずっと、やっぱり、ちょっと強くなってき

たなといったら、そういうデータを見て、頑張れるかなと思えば頑張りますけど、ちゃんと餌を

持って行って、漁が期待できる予想が立ったとしても、この気象現況がかなり悪くなってきたら、

漁師というのは帰るんですよ。危険が漁より第一番ですから。このように、このデータというの

は欠かせないものです。 

 多分、アクセス数とか何かは出てきませんけれども、多分、これ、アクセス数が出れば、物す

ごい数のアクセスになるかと思います。それぐらいこのデータは日々漁師がずっと見ているデー

タであります。 

 なぜ、この大事なデータ、この事故調査報告書とかも、このデータは必ず見てくださいと書い

てあるんですよね。１０年前、大きな事故がありましたよね、５名の方ぐらいお亡くなりになっ

たイカ釣り船。あれは竜巻が急に起こってですけれども、丘ではこの小雨ぐらい大したことない

と思いますけど、高い山でもそうでありますけれども、海では小雨が降ったら物すごく風も波も

立ってくるわけですけど、そういうふうにこのデータは重要なんですけども、どうしてこんなに

も遅れてしまったのか。 

 私は迅速な対応が必要だと思っていますので、幾ら予算とか、いろんな理由づけ、あるかと思

います。あるかと思いますけども、これは漁師の命を守る大切なデータでありますから、何より

も私は優先してもらいたいと思います。これは、庁のほうには、私は指摘しておきたいと思いま

す。 

 また、漁協の組合長、会長さん、皆さん特に困られたと思います。組合員から執拗に尋ねられ
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ても答えられないんですから。事情が分からないんですから。復旧は着々とやられていたとは思

うのですけれども、それらの計画と、おおよその見通しを分かる範囲で、漁協の組合長、会長の

皆さんには事前に説明をすべきだったのではないかと思います。その上で、風速計の故障をカ

バーできる安全対策、関係者と共に講ずる、これも一方的ではなくて、やっぱり関係者と話し合

いながら、庁は対策を取っていただきたいと私は思っています。 

 ここまで海上保安庁に対してでありましたけども、市長に対しましては、運用は庁がするわけ

ですけども、市長は漁民の命を守る使命があると思いますけども、この漁業者等の命を守るため

の情報が一部滞ったということに対しまして、今後どのように働きかけをしてくださるか、それ

を期待しておりますけども、どのように考えておられますか、御答弁お願いします。 

○副議長（春田 新一君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  確かに、今回のこの風向計、そして波高計等の故障というのは、漁業

者の皆様は本当に困られたものというふうに私も思います。今後またこういうことがないように、

海上保安庁等と連携を密にしながら情報を収集し、そしてまた、その得た情報をどのような形で、

組合長をはじめ、漁業者の皆様に伝達できるのかを研究してまいりたいというふうに思います。

申し訳ありませんでした。 

○副議長（春田 新一君）  １１番、黒田昭雄君。 

○議員（１１番 黒田 昭雄君）  航海安全は漁師の皆さんが一番知ってますけども、全ての関係

者の協力なしにはなし得ないことであります。もちろん海難事故が起これば、真っ先に海上保安

庁の皆さんが助けてくださるので、漁師の端くれとして、大きなことは、言うのは本当に口がは

ばったいわけでありますけども、私は漁師であると同時に議員でありますから、代弁者として、

今回の庁の、事故の経過といいますか、それは考えていっていただかないといけないと私は思っ

ています。 

 市長のほうも、今後どういう形で今回の話を整理してくれるか、まあ、考えてから整理してい

くというお話をいただきましたので、その終わったところを組合長、会長の皆さんを通して漁師

の皆さんに伝えられるように対策を取ってくれるということなので、もうその答弁を聞いて、こ

の話は終わりたいと思います。 

 それでは、帯状疱疹ワクチンについてでありますけれども、私も質問する前に、定期接種化を

やっと厚労省が腰を上げたという報道は分かった上で今回したんですけども、どうしてしたかと

言いますと、最初、糸瀬議員のほうが１０３万円の壁ということで支障があるんじゃないかと、

私も何らかの支障があると思って、特にこういう助成系というのは今までしてないことでありま

すから、しないでも特に暴動というか、不満が起こることはないだろうから、削られると思って、

この質問をあえてこうしたわけですけれども、定期接種化が、国が動き出せば、国もその費用の
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かなりの額を助成された上で、市がもうちょっと上乗せをする形であろうかと思いますけれども、

今回はしないことを前提として、私も組み立てたもんですから、国がこのままの状態で、予算が

ないからもうちょっと延ばそうということを想定して考えていただきたいと思うんですけれども、

今、既に、正確なデータは分からないということですけれども、私も野口先生のほうにちょっと、

打ちに行くと同時に、ちょっと指導を受けながら受けたわけですけども、ちらほら受けてこられ

る方が、少ないけれども徐々に出てきましたよという話を聞いております。そういったふうに受

けてる、高いけども接種している方がおられます。 

 また、あまりにも高いから接種を控える方がやっぱりおられるんですよね。そういった意味で、

定期接種化すれば、その対馬市も少ない助成で済むというのは理解していますけれども、もう市

民も知ってますから、定期接種化してなくて、単独で市長がこの帯状疱疹が大変だということで、

市長の単独の判断ですれば、それなりの、補助はないというのは理解をして、市民も決して少な

いじゃないかと、怒ることはないと思うんですけども、そういうふうに国が動かないことを前提

として、私は今のこの状況、また、その他の自治体、県下では少ないとは聞いてますけども、他

の状況を考えても、市長がワクチン効果は期待できるという認識を持たれた、今、答弁をされた

わけですから、国の定期接種化を待たず、その、定期接種化になったぐらいの対馬市の費用負担

で、それぐらいの少ない費用負担で、私はこの帯状疱疹の病気という周知を図る上でも早めに腰

を上げていただきたいなと思うんですけども、そこのところはどうでしょうか。 

○副議長（春田 新一君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  この帯状疱疹の予防接種ということでございますが、今現在、対馬市

では、季節性インフルエンザワクチン、そして新型コロナワクチンの接種について、その費用の

一部助成を行っているところでございますけども、本市におけるこの帯状疱疹ワクチン接種の一

部助成といいますのが、これが生ワクチンが１回１万円、そして不活性化ワクチンが１回２万

２,０００円で、これを２回打たなくちゃならないといったことで、かなりの高額であるために、

その助成費用も結構大きな財政負担が生じることになります。 

 そこで、議員もおっしゃられるように、今現在、国において、この定期接種化へ向けての審議

がなされているところでもありまして、国や県の自治体などの動向を注視しながら、この必要性

等につきましても、検討を重ねてまいりたいというふうに思います。 

 私が担当課のほうからもらった資料につきましては、１万円を２回助成したときには、接種率

３０％としまして、約１億円ぐらいの財政負担が要るといったことで、ちょっとなかなか、すぐ

には難しい問題だというふうには考えております。 

 以上であります。 

○副議長（春田 新一君）  １１番、黒田昭雄君。 
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○議員（１１番 黒田 昭雄君）  分かりました。 

 もう一つ、定期接種化を待つということは理解できましたけども、最後に１点だけ。 

 市長は、ワクチン効果は期待できると、もちろんその期待できるというのは、私も素人であっ

て、市長も専門家ではない中で、厚生労働省のお墨つき、今回、定期接種化するというのは、効

能が間違いないんだよというのと、費用対効果が期待できるという、厚生労働省が発表していま

すので、私も、そういう、厚生労働省のそんな発言なしに、こういう場でワクチンの話とかする

のは非常に臆病になるわけですけども、厚労省がここまでワクチン接種の効能と費用対効果を認

めたわけですから、定期接種化を待つにしても、まだ、この、国がしなければまた一般質問をし

て、お願いしていくこともあろうかと思うんですけども、まずは、その、ワクチン接種の効果が

期待できるということは、打っても大丈夫というお墨つきがあるということであれば、私は対馬

市の、個人病院は別として、診療所とか、また、対馬病院あたりには、医師会を通してみたいな

ことになろうかと思うんですけども、この帯状疱疹ワクチンを、広めるというか、周知というか

ですかね、まだ自腹というのは、その任意接種でありますけれども、そのポスターを貼るとか冊

子を置くとか、そういうのは、私はしていただきたいと思うんですけども、そういった周知のこ

とについては、どうお考えでしょうか。 

○副議長（春田 新一君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  先ほど、この発症予防効果は５０歳以上で８９％というふうに資料で

はなっているところでございますけども、これを、先ほども申しましたように、接種率を３０％

として、５０歳以上の方に２回助成をした場合が、試算が１億円かかる、いうことで、私、担当

にも聞いたんですけども、ただ、対馬の中で、今、実際にこの帯状疱疹ワクチンといいますか、

帯状疱疹にかかった人はどのくらいいるのかと尋ねたところ、これ、冒頭申しましたように、こ

れ、県への報告義務がありませんし、病院のほうも、これは聞いても教えてくれないというよう

なことでありますので、そういった、あまり根拠がちょっと薄い中で、どこまで踏み込んでいい

のかなというようなことは、私自身考えてはおりますけども、そういうことで、市民への周知と

いうのももう少し、この国の議論を待った上で考えさせていただきたいというふうに思います。 

○副議長（春田 新一君）  １１番、黒田昭雄君。 

○議員（１１番 黒田 昭雄君）  この件はちょっと入れ違いになったと思うんですけども、ここ

で市長が単独で指示をしますとか、それは言えないというのは理解しているんですよ。いろいろ

話し合うというか、医師会、そういうところに投げかけてほしいというお話をしたわけでござい

まして、それは投げかけてくれるというお話、今も話しているわけですから、それをお願いした

いと思って質問をしました。 

 受けるということなので、これで質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 
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○副議長（春田 新一君）  これで、黒田昭雄君の質問は終わりました。 

 昼食休憩といたします。再開を１３時ちょうどからとします。５分からとします。１３時５分

からとします。 

午前11時42分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時05分再開 

○副議長（春田 新一君）  それでは、再開します。 

 午前に引き続き、市政一般質問を行います。１６番、大浦孝司君。 

○議員（１６番 大浦 孝司君）  １６番、対成会、大浦でございます。今年度の４回目の定例会

の中で、振り返ってみますと、漁民から一言、この問題を表に出してもらえんじゃろうかという

ことを思い出しまして、筆頭に今回の問題を提起しております。 

 それでは、通告に従いまして、市政一般質問を行います。 

 １つ目は、漁船の廃船処理について。 

 このことを、先ほど申し上げましたとおり、市長に尋ねてみたい、このように思っております。 

 令和４年の港勢調査によると、漁船数は３,５６３隻、漁業従事者数４,０９０人となっており

ますが、県の資料によりますと２,５６９人が正解じゃないかというふうなことで、２,５６９と

いう数字をこの場で修正をお願いいたします。事後に協議行ったもんですから、このようになっ

ております。 

 そのうち６０歳以上高齢者は約７割を占めており、近い将来、廃船処理は避けられないようで

ありますが、どのような方向性が、今後、考えられるのか、お尋ねをいたします。 

 次に、道路管理について。 

 今回は、農道大面線、これ、今里であります。市道鑓川線、これは鑓川松原間の道路でござい

ます。このことを事例に挙げますが、ともにアスファルト舗装でありながら、路肩の消耗・損耗

が著しく、危険な箇所があるようでございます。しかし、補修は全くされておらない状況にあり

ます。特に、大面地区は仁田ダムに次ぐ、ゴルフ場で利用度は極めて高い、片や、鑓川線は低い

ようであります。 

 今後、市の道路管理はどのような方針で臨むか、この２つの事例に挙げたことだけで結構です

が、その方向性を示してほしいと思います。 

 次に、最後になりますが、がん検診の不利益について。 

 検診の目的はがんの早期発見であり、検査料金の大きな軽減措置があり、非常によいシステム

と思われます。ただし、検診を受けてがんであることに、これが見つけられないことがあると資

料に記載されているが、対馬市の実態について、これがどうなのか、近年の数字がもし調べた状
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況であれば、報告を担当課長より、部長より願いたいと思います。 

 以上、この３点について時間を取ってみたいと思っております。よろしくお願いします。 

○副議長（春田 新一君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  大浦議員の質問にお答えいたします。 

 初めに、対馬市の水産業における現状といたしまして、統計開始以降、漁船数は昭和５６年の

６,７５８隻をピークに約５２％に減少し、漁協組合員数は昭和５０年の８,３９１人から約

４８％にまで減少しております。また、近年においては、漁業者の減少に加え、高齢化、後継者

不足が深刻な問題となってきております。 

 議員御質問の廃船処理についてでございますが、市内の漁船のうち、船齢２０年以上は全体の

約９割を占めるなど、高船齢化も著しく進行している状況にあります。このことから、漁船の役

目を終えて、廃船処理が必要な漁船の増加が見込まれますが、漁業生産活動に伴って生じる漁業

系廃棄物については、産業廃棄物として事業者自らが適正に処理する必要がございます。しかし

ながら、広い対馬においては、産廃処分場への陸上輸送費や曳航費、大きな船であれば、現地に

おいて、ある程度解体する必要があり、そのための重機輸送費や解体用足場の設置など、処理費

以外の費用が大きな負担であると認識しているところであります。 

 また、ＦＲＰリサイクルシステムを利用した処分方法もございますが、こちらも解体場所が本

土にあるため、船舶で輸送する必要があり、高額な大型トレーラーの海上輸送費用が発生すると

のことでございます。 

 このように、処分が大変なことから、漁港内に廃棄や放置された船舶も見受けられ、災害時の

安全性の問題や景観の悪化、公共施設の不法占有による漁業活動への支障、一たび沈船となれば、

油流出や撤去にも多額の費用もかかりますので、放置船の未然防止対策として、関係機関との巡

回パトロールや船舶所有者への意識啓発に取り組んでいかなければならないと思っております。 

 今後の対応としましては、国や県の廃船処理対策の動向を見ながら、各地域の現状を再確認し、

問題解決に向け、関係機関や関係団体と共に検討してまいりたいと存じます。 

 次に、２点目の道路管理についてでございますが、初めに、道路整備について。 

 市道は不特定の市民が利用するための道路、農林道は主に受益者が利用するための道路を整備

しているものでございます。 

 維持管理におきましては、市道、農林道、市内には多くの路線を有しており、全路線で利用者

が安全に通行できるために、パトロール点検を実施し、また、地区からの要望、個人からの連絡

等で施設箇所を特定し、維持管理を随時行っている状況であります。しかしながら、全ての路線

ではありませんが、経年劣化及び台風等の豪雨の影響により、路肩の崩壊、路面の傷み、側溝の

埋設等が発生しているところでございます。 
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 今後の道路管理におきましては、市道、農林道に関係なく、通行に支障がある箇所を優先し、

補修して、利用する皆様が安全に通行できるよう適切に維持管理してまいります。 

 次、３点目のがん検診の不利益についてでございますが、まず、がん検診は、がんを早期に発

見し、進行を抑制することにより、がんによる死亡率を減少させることを目的としております。

早期にがんを発見することによって、治療の選択肢が広がり、患者の治療負担などに大きな影響

を与えることが知られています。 

 がんは早期に発見できれば、治療が比較的容易であり、完治する可能性が高くなります。その

ため、がん検診は市民の健康を守るために欠かせない重要な手段でございます。また、がんは初

期段階では自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行すると言われております。したがい

まして、定期的ながん検診を受けることは、がんの早期発見と予防につながり、健康寿命の延伸

に寄与するものであります。 

 さらに、がん検診は、市民が自身の健康状態を把握する一つの手段であり、自分自身の健康を

積極的に管理する意識を高めることにもつながります。 

 本市では、検診を受けやすいように料金の軽減措置を講じており、できるだけ多くの市民が検

診を受けることができるようにしております。また、がん検診を実施する際には、国の指針に基

づき、受診者に対して、がん検診の利益と不利益についての説明が求められています。 

 がん検診の利益としては、早期発見による治療の選択肢の拡大や治療成績の向上が挙げられま

す。一方で、不利益としては、がんがあるにもかかわらず、検診でがんの疑いがあると判断され

ないことや、がんがないにもかかわらず、がんがあるかもしれないと診断されることが挙げられ

ます。 

 そのため、本市は、国の指針に従い、がん検診の受診案内時に同封するチラシにより市民へ周

知し、不利益についての説明を行う際には、検診を受けることの重要性や利益をしっかり伝え、

受診率の低下を招かないよう配慮しております。過度に不利益を強調することなく、あくまで情

報提供を適切に行い、市民の皆様が冷静に判断できるよう努めております。 

 また、対馬市においては、これまでのところ、がん検診でがんが見逃される事例は確認されて

おりません。本市では検診を実施し、市民に対しては検診後の不安がないよう、十分な説明と適

切なフォローを行っております。利益を最大化し、不利益を最小化するために、がん検診の制度

管理に努めております。 

 また、定期的ながん検診を受けることを推奨するとともに、検診結果に不安がある場合には速

やかに再検査や専門医の診察をお勧めし、今後も検診体制の充実を図り、市民の健康を守るため

により一層努力してまいります。 

 以上でございます。 
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○副議長（春田 新一君）  １６番、大浦孝司君。 

○議員（１６番 大浦 孝司君）  答弁、ありがとうございました。 

 早速ですが、廃船処理のことから入りたいと思います。 

 この、さっきの、正月の月やったんですが、早かったと思いますが、自分としては、対馬で行

っておる廃船の経費について、簡単に言えば、思うた金額の約２倍ぐらいのことであって、非常

に、このことに即対応できないという言い方されてました。それで、どういうことが最後に言わ

れたかというのは、当分の間、船は係留することになるだろうというような言い方された中で、

今日、市長の話の中で、２０年以上の船が約９割を占めておるというふうなことですが、専門的

に何年はこれを使うことが可能なのか、この２０年。これは年齢によって廃業する方もおるでし

ょうから、船の耐用年数とは別に、その辺は異なると思うんですが、それは後で話をしてみたい

と思います。 

 本町の実態をチェックしましたら、このようなことが浮上しております。廃船業者の取扱いが

下地区では２業者存在しておるようであります。上のほうについては、私は調べておりませんの

で分かりません。その中で、聞き取りによって内容を把握した場合、このようなことが行ってお

ります。 

 船の持ち込みを、そういう、事業所の現場にエンジンをつけたまま入ってくる、もしくはエン

ジンを取り除いて処理をお願いする、このタイプがあるそうでございます。 

 船の船体は、先ほど市長が申し上げたとおり、産業廃棄物の対象になると、このようなことに

なっております。ですから、このようなものが、港の係留の範囲ならともかく、ちょうど浅茅湾

の湾内に係留したまま、放置したままということは問題になろうかと思います。これは、保安部

のほうがその摘発をしていくことになるというふうなことであります。 

 そして、本体の、この中の分類はプラスチック及び木造、プラスチック船か木造船かの２つに

分かれることでありまして、そしてエンジン部を切り離すというふうなことでありますが、これ

はエンジンを取り扱う業者が対応して船から取り除く、そのエンジンは中国系の業者の方々が買

取りに対応しておるのが現状らしいですね。 

 それと次に、ステンレスと鉄、アルミ、銅線、この４部門を全部分割して１つのコンテナに入

れ込むというようなことになるそうであります。 

 その方法ですけども、プラスチックにおいては、業者の重機により、これをコンテナに入るだ

けの長さに切り刻む、これは重機にそういうふうな切る装置があるそうであります。そういうふ

うなことで、簡単に言えば、船に積み込み、本土に輸送するだけのことにしてしまう、手間のか

かることをやっております。 

 それと、木のほうですが、木造船については、１００％くぎを除去し、船くぎがありますが、
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これを全部除去し、そして、これは厳原、安神の処分場で焼却することができるそうであります。

それと、エンジンを含む金属処理でありますが、これを一部買い取る業者が島内におるそうでご

ざいます。 

 次に、エンジン以外の鉄、アルミ、銅線、この集荷を、先ほど言いましたように、お金に換え

ることに可能であるということで、買取りが発生するということであります。先ほど言いました

ように、エンジンは売買目的で中国系が入っておるというふうな、資本が入っておるそうです。 

 一番、船の持ち主にとって金になるのは銅であります。スクリューが即金になるというふうな

ことであります。 

 それと、最後ですが、県内に、状況としては、隣の壱岐に数業者あると、そして、本土地区は

大村湾に大きな処分場があるということでございます。これは、県庁の漁港管理班の方のお話で

すが、対馬の場合、このような手間のかかることで産廃の、いわゆる輸送船に載せて本土に送っ

た場合に、どのくらいの経費かかるんですかということを、本土が対馬におられる方の関係者に

聞きましたら、１トン当たり１０万円ぐらいではなかろうかということを言っていましたが、定

かではありませんけども、そういうふうなことを確認せんようにしてくれ、いうことでありまし

た。 

 片や、本庁のほうに問合せしまして、大村湾の現実はどうなのかと、そうしましたら、その産

廃の取扱いで分類をすることが、船に載せるためのことが手間が要りませんので、２０万円前後

のことで、１船当たり対応があっておるということを口頭で確認をいたしました。 

 対馬の方々については、例えば、１トン当たり１０万円ということになれば、１０トンで

１００万円、こんくらいの大きさが通常の小型経営の船の大きさじゃなかろうかと私は感じてお

ります。 

 これが事実でありまして、この漁民の方の思いは負担が高過ぎる、重過ぎる、このようなこと

を思っている方がたくさんおられます。今、話したことについて、市長のほうから何かあれば聞

きたいと思います。 

○副議長（春田 新一君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  先ほども答弁したとおりでございますけども、確かに、今、漁船のほ

うも船歴が２０年以上が９０％以上、また、３０年以上となりますと５７％以上というようなこ

とを聞いております。 

 そして、今、議員おっしゃられるように、この対馬の中で処分をする場合は、１トン当たり結

構な値段がかかるといったことで、この対策を講じていかなければならないなというようなこと

は考えております。しかしながら、なかなかこれが場所の問題とかいろいろございまして、難し

い状況です。 
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 以前は、漁港の埋立用地の背後用地を廃棄物処理施設として埋立てができんかということで、

一時勉強したことはございましたけども、何かそのことも、やはり、今、議員もおっしゃられる

ように、産業廃棄物ということで、なかなか難しいといったことで、もう少し研究が必要なのか

なという思いを持っているところであります。 

 しかしながら、この中で、特に最近、厳原港のほうから中古船の輸出ということで実績が上が

ってきておりますけども、約６億５,０００万円ぐらい令和５年度は実績が上がっておりますの

で、もし、こういったことがまだまだ伸びるようであれば、民間事業者を中心とした、こういっ

た取組も必要ではないかなというふうに考えてはいるところでございます。 

 以上です。 

○副議長（春田 新一君）  １６番、大浦孝司君。 

○議員（１６番 大浦 孝司君）  今日、少し、先ほどある議員から、五島においては、プラスチ

ック、その、本土に輸送する前にチップ状態でストックをして、そして一挙に、どういうふうな

処理をその後にするか、私、分かりませんが、そういうことをやっておるような話を一部聞きま

したし、その辺を研究してください。 

 そして、漁民の負担がかなり下がって、それやったらいいよというふうな金額を、やっぱり実

感として聞き取り、それを基に、その努力を何に充てるかというふうな研究を、今から遅くない

と思いますので、それに私が２,０００隻のうちの７割前後の話があり得るわけですから、すご

い数字だと思いますよ。 

 先ほど言いますように、確かに大村に持って行けばいいんですけども、個人で本当に行ける船

というのは大きな操舵船ですよ。それで瀬に乗り上げて大きなことになりかねんこともあるし、

そこらあたりは、安くなることは数字の上では、発言をしてますから、ここらも研究はして、そ

れで１０トンぐらい、あるいは２０トンぐらい、幾らになるのか、よく研究をするべきだろうと

思いますし、先ほど言いますように、材料の処理の方法を一括して、機械導入を入れた中でやっ

てしまえば、かなり手間が省けることはありますので、五島のほうに行って勉強するなり、全国

的な対応があるところに行ってみたり、それを私は短期間に方針をこう、方向性を決めれば、私

はいいと思うんですよ。それであれば皆さんが待ちますもんね。そういうことが可能ですから、

そういうふうに私は思います。 

 この件は、一応、軽減措置というようなことを、全ての関係者の中からあり得ないと、個人負

担が原則で一切あり得んということですが、しかし、先ほど言いますように、物を一括して処理

して安く抑えることを市は中に絡んでやることも、一つの漁民を救済する方法だと思います。 

 今の件は、これで終わります。 

 次に、農道もしくは市道の維持管理の件なんですが、この２つの場所、大面農道、これは長崎
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県の振興……、対馬支庁というふうな頃の耕地課が、この農道の舗装は、私はやったと思います。

ですから、３０年以上前やなかろうかと思いますがね。 

 で、もともとあの海岸まで下っていく下には牧場であったわけですよ。牛馬があそこに、数十

頭飼ってました。それが現在の形となり、その牧場跡をゴルフのほうに貸し出すような方向に持

っていったことが経緯です。そして、あの芝を、ゴルフ場の皆様が完全に芝を張らせてしまった

んですよ。ですから、最終的には、仁田のゴルフ場で、今里、大面のゴルフ場、これは、調べに

よりますと、今里の場合は会員が約３０名、土日のたびにほとんどの、３０人の皆さんが乗り合

わせて現場に行くわけですが、この資料から聞きましたら、往復の、６０台から１００台の間を、

そこを月に使用しておるというようなことに数字を書いておりました。それは土日に集約されて

おります。 

 それと地元の方々は、あそこの海岸は今里の大きな収入源でありました。海藻のヒジキあるい

はフノリ等があった頃には、大勢あそこを、何といいますか、利用しておった経緯がありますが、

そのほかはハチミツの、何といいますか、蜂洞の管理、そこらと、最終的にはゴルフ場の土地の

利用を貸し出して運営をしておるというふうなことであります。 

 それで、私はこの一般質問を通告書に基づき、建設部の管理課といいますか、方々が現地に行

かれております。そして、写真も撮っております。アスファルトの路肩、結局、土羽で止めただ

けでありますから、月日がたって、雨が降って流れれば、崩れていって、アスファルトの下が陥

没しておるんですよ。受けがないんですよ。そこまで明確に、行ったら分かりますよ。これをそ

のまま走らせば、いつか脱輪して、そこに埋まる格好になるでしょう。そこをかわしながら行き

よるのが今の現状でありまして、建設部長には、職員さんが行った、本当の確認を写真撮って、

私、見せてもらいましたが、どう思われるか、ちょっとあなたの意見を聞きたいと思います。 

○副議長（春田 新一君）  建設部長、内山歩君。 

○建設部長（内山  歩君）  農道大面線の件に関しまして、その現地の写真、私も確認させてい

ただきました。 

 路肩のほうが一応崩壊しているということで、先ほどでもゴルフの愛好家の方の利用が多いと

いうことで、しかしながら、現地を見た、私が見る限りでは、そういう、ゴルフの利用者にかか

わらず、やはり農業従事者、この辺も今後あのままにしておくと、また増破する危険性もあると

いうことで、現時点においてセーフティーコーン、三角コーンを置いて、今、置いても通行には

支障はないと思っておりますけれども、今後、増破の可能性があるということで、今もう既に業

者のほうに簡易的に補修するように指示をしております。 

 以上でございます。 

○副議長（春田 新一君）  １６番、大浦孝司君。 
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○議員（１６番 大浦 孝司君）  片や、豊玉の鑓川線においては、利用はほとんど林業場の材の

搬入搬出、それとその他の利用が一部ありまして、頻繁な交通の体系ではありません。しかしな

がら、ここも侵食は結構いっております。端っこのほう行けば、車、脱輪するはずです。下に落

ちるようなところがありますよ。 

 だから、こういうことを、私の資料から見ますと、農道延長が約３万６,０００メートルぐら

いの数字が上がっておりますが、これを全部やれ言うても、それは無理ですよ。財源についてち

ょっと考えた場合に、資料によりますと、市道においては約４億１,０００万円ぐらいの交付税

が算入されております。しかし、それは全体の中の積算であって、それを道路に全部使わないか

んということでやるかどうかは執行の中で、そうでない場合もあろうと思います。 

 片や、農道においては３万６,０００メートルぐらいの延長の中で、これはもう算定の方式は

わずか５０円です、１メートル当たり。２００万円を切るということですね。しかし、これを、

市長、ちょっとここが問題だと思うんですが、一気にやることはできませんが、危険な箇所だけ

はやっていくと、そして長い距離をやっていくんじゃなくて、危険な箇所の一部をまず、事故が

起こらんというふうなことで拾っていって、５年でも１０年計画でもいいじゃないですか。 

 私が見とる範囲では、この大面、ほとんど見回りパトロールはなかったと思いますよ、市の職

員の。あったら、また失礼な話になりますが、建設部長、ああいうふうな状況になるまで、皆さ

ん、職員の方、１回も行ったことない方が多いと思いますが、その辺は正直に聞かせてください。 

○副議長（春田 新一君）  建設部長、内山歩君。 

○建設部長（内山  歩君）  確かに、この状況というのは、しかしながら、その農道大面線、議

員も御承知かと思いますけども、頂上超えて一部、あそこまではちょっと、ちゃんと幅員も広く

というところで、あの辺の利用のほうは多いということで聞いておりますので、私も美津島町の

ほうの管理を担当させていただきましたけれども、年間数回行って現状は把握しているところで

ございますけれども、この箇所については、それから下の分でしたので、ちょっと私も、今回、

担当のほうも分からなかったということで、現地確認して、結果、やはり危険性があるというこ

とで今回対応させていただいております。 

 以上です。 

○副議長（春田 新一君）  １６番、大浦孝司君。 

○議員（１６番 大浦 孝司君）  造ったのは農道かもしれません。あるいは長崎県の耕地課、対

馬支庁の耕地課、ここかもしれませんが、最終的に管理責任を負うのは自治体、ここのところが

問われるところでありますが、しかし、財源が限られている中で、先ほども言いますように、無

理なことはでけんごと、私は思っておりますが、危険な箇所だけは、脱輪してもうボディがつく

はずですよ。そんな場所ですよ。これはやばいかなと思うとりますが、そこらあたりで、やはり
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道路管理を市のほうに、やはり矛先が来ますので、何遍も言いますが、危ない箇所から少しずつ

やりましょうや。一遍に金を使えっちゅうことは言いませんよ。皆さん、それで、行ったら分か

ると思いますよ。ああ、金がないけ、少しずつやればいいなと、そう思いますよ。私はそれでい

いと思います。 

 そして、片や豊玉の鑓川については、確かに交通量はほとんどないです。が、ここも村から上

がって左側の部分に危ないところが結構ありまして、ここは振興部の、豊玉、中対馬振興部のほ

うもその辺を一つ把握されて、建設課のほうと少しまとめていただいて、ぼつぼつやっていただ

くと、一遍にはならんと思いますよ。そういうふうな考えで、市が管理する道ということで、や

はり取り組んでほしいと思います。 

 今の道路につきましては、このくらいのことだと思います。 

 それでは、最後に、がん検診のことに触れたいと思います。 

 先ほど市長の答弁では、過去にがんの不利益になったことでの現実的なことは対馬市の中では

なかったという言い方ですかね。そういう言い方をされましたが、ただ、私は、その、表に出た

品と出らん品があるかもしれません、正直言いまして。そこのところを、お互いに言い切ること

はできんところがあるような気がします。 

 それで、ここの資料にこう書いてますよ、「がん検診、受けて安心、広がる未来」。この資料

の中に大切なことが書いておりますよ。がん検診では、がんでないのに要精密検査と判定される

場合や、がんであるのに見つけられない場合があります。しかし、自覚症状がないまま進行する

ことも多く、対馬市においても、継続的な検診により早期発見がとても大切であると考えます。

これら５つのがんの検診は、がんによる死亡率を有意に減少させることが証明されていますので、

受診を進めています。 

 その下に、気になる症状がある方は、検診ではなく医療機関を受診してください、ここは大き

なポイントでありまして、数万円かかる経費が、一般的に、助成措置がなかったら、それが何百

円でできても、それで終わったとみんな思うんですよ。ところが、そうではない場合が、私は、

ほかの事例で見ておりますが、がんではありませんよというふうな話の中で、がん検診だけじゃ

ないんですよ、ほかのことで、異常なしでずっと来て、最後にもう進行してしもうとったんです

よ。それで、大きなことになるわけですが、その現場を見ましたよ。その、長崎県病院企業団議

会の、そういう立場の中でおってくれ、言うて、それは住民側からのほうの要請ですが、そこが

私は問題だと思うようなことがありました。 

 ですから、この検診で終わるということじゃなくて、気になる方は専門機関の検査、これを勧

めるという言い方もしないと、安心して、既に、何といいますか、全身にうつっとったというよ

うなこともある場合もありますから、そういうことを、言い切ることじゃなくて、もしかしたら、
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気になりゃあ、がん検診が全てじゃありませんのでという言い方を、私は、現場では、すること

も大切なことだと思います。私はそういう思いがするんですが、いかがでしょうか。 

 そういうふうな現実の中で、話合いの中に入って、ひどい現場を見たことあるんですが、ちょ

っと意見をください。 

○副議長（春田 新一君）  市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  確かに、私は先ほどの答弁の中で、対馬市においてはがん検診で見逃

される事例は確認されておりませんということを答弁させていただきましたが、中には、いやい

や、実はがんやったということが見つかったよという人も、確かに以前、聞いたことはあります。 

 そういう中で、今、国保関係でも人間ドッグを受診される方は、たしか助成が１人２万円です

かね、ございます。以前は、公務員等はちょっと共済組合関係、高かったんですけど、今、一律

になって共済組合も２万円です。それでもやはり心配なところは、ほかの項目も追加をしながら、

検査している人もかなり大勢の人がおられます。 

 そういうことで、先ほども申しましたように、気になる症状等があれば、そういったところも

活用もしていただきながら、医療機関を受診していただければというふうに思っております。 

○副議長（春田 新一君）  １６番、大浦孝司君。 

○議員（１６番 大浦 孝司君）  今回の一般質問の主なやり取りについては、ただいまございま

したことが全てでありますが、特に大きいのは廃船処理が先々出てくるということと、それで負

担できない方は港の中に係留したまま、そのことがつなぎっ放しで終わることも想定されますよ。

その前に決断を、負担が少なくなるような方策を真剣に取り組んでいただいて、これをちょっと、

身を結んでいただきたいと思いますよ、方向性を。だから、いろいろなところに勉強に職員、行

かせてやってくれませんか。そして、それを導入することが、これが仕事ですよ。 

 それをお願いいたしまして、一般質問を、あと５分ありますが、終わります。ありがとうござ

いました。 

○副議長（春田 新一君）  これで、大浦孝司君の質問は終わりました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○副議長（春田 新一君）  以上で、本日予定しておりました市政一般質問は終わりました。明日

も引き続き、定刻から市政一般質問を行います。 

 本日はこれで散会とします。お疲れさまでした。 

午後１時51分散会 
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